
令
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元
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十
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日
受
領
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五
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号
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閣
衆
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一
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八
第
二
五
〇
号

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
農
林
水
産
省
「
農
産
物
規
格
・
検
査
に
関
す
る
懇
談
会
に
お
け
る
中
間
論
点
整
理
」
内
の

「
主
な
論
点
等
」
で
示
さ
れ
た
所
見
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
農
林
水
産
省
「
農
産
物
規
格
・
検
査
に
関
す
る
懇
談
会
に
お
け
る
中
間
論
点
整
理
」
内

の
「
主
な
論
点
等
」
で
示
さ
れ
た
所
見
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
主
な
論
点
等
」
に
示
さ
れ
た
対
応
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
袋
詰
め
玄

米
及
び
精
米
の
表
示
要
件
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
政
策
統
括
官
が
開
催
す
る
「
農
産
物
規
格
・
検
査
に
関
す
る
懇
談
会
」

が
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
農
産
物
規
格
・
検
査
に
関
す
る
懇
談
会
に
お
け
る
中
間
論
点
整
理
」

に
お
い
て
、
「
主
な
論
点
等
」
の
欄
に
挙
げ
ら
れ
た
個
々
の
意
見
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
産
地
・
品
種
・
産
年
に
係
る
表

示
要
件
に
つ
い
て
は
、
定
着
し
て
い
る
現
行
の
ル
ー
ル
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
基
本
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
農
家
に

よ
る
直
接
販
売
な
ど
取
引
の
形
態
に
よ
っ
て
は
農
産
物
検
査
に
よ
る
証
明
が
な
く
て
も
一
部
の
表
示
は
可
能
と
す
べ
き
と
の

現
場
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
る
と
、
今
後
そ
の
当
否
に
つ
き
表
示
を
所
管
す
る
省
庁
と
も
議
論
し
て
お
く
必
要
。
議
論
に
際

し
て
は
、
本
懇
談
会
で
示
さ
れ
た
多
様
な
意
見
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
。
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し

て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。


